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著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

 
○
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 

目
次 第

一
章
～
第
十
三
章 

（
略
） 

第
十
四
章 

著
作
物
等
保
護
利
用
円
滑
化
事
業
の
た
め
に
支
出

す
べ
き
額
の
算
出
方
法
（
第
七
十
条
の
二
） 

第
十
五
章 

あ
つ
せ
ん
の
手
続
等
（
第
七
十
一
条―

第
七
十
七

条
） 

 

第
十
六
章 

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
（
第
七
十
八

条
・
第
七
十
九
条
） 

 

附
則 

 

目
次 

 

第
一
章
～
第
十
三
章 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

第
十
四
章 

あ
つ
せ
ん
の
手
続
等
（
第
七
十
一
条―

第
七
十
七

条
） 

 

第
十
五
章 

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
（
第
七
十
八

条
・
第
七
十
九
条
） 

 

附
則 

 

第
十
四
章 

著
作
物
等
保
護
利
用
円
滑
化
事
業
の
た
め
に

支
出
す
べ
き
額
の
算
出
方
法 

 

（
新
設
） 

 

第
七
十
条
の
二 

一
の
事
業
年
度
に
お
い
て
法
第
百
四
条
の
二
十

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
等
保
護
利
用
円
滑
化
事
業
の

た
め
に
支
出
す
べ
き
額
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
補
償
金
等

残
余
額
（
当
該
事
業
年
度
の
前
年
の
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
前
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
指
定
補
償
金
管

理
機
関
（
法
第
百
四
条
の
十
九
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
補
償

金
管
理
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支

（
新
設
） 
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払
わ
れ
た
法
第
百
四
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
金

及
び
担
保
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
補
償
金
等
」
と
い

う
。
）
の
総
額
か
ら
、
当
該
補
償
金
等
の
う
ち
前
年
度
の
末
ま

で
に
指
定
補
償
金
管
理
機
関
が
著
作
権
者
及
び
著
作
隣
接
権
者

に
支
払
つ
た
額
、
法
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
（
法
第
百
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
申
請
中
利

用
者
が
法
第
六
十
七
条
の
二
第
九
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
り
戻
し
た
額
並

び
に
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
裁
定
を

受
け
た
者
が
法
第
六
十
七
条
の
三
第
十
項
（
法
第
百
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
り
戻
し
た

額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
、
そ
の
控
除
後
の
額
に
法
第
百

四
条
の
十
八
に
規
定
す
る
補
償
金
管
理
業
務
の
事
務
に
要
す
る

費
用
と
し
て
三
割
を
上
限
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
割

合
を
乗
じ
た
額
を
当
該
控
除
後
の
額
か
ら
控
除
し
て
算
出
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

当
該
事
業
年
度
に
係
る
補
償
金
等
残
余
額
（
法
第
百
四
条

の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
わ
れ
た

法
第
六
十
七
条
第
一
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
補
償
金
並
び
に
法
第
百
四
条
の
二
十
一

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
十
七

条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
支

払
わ
れ
た
担
保
金
及
び
補
償
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
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百
分
の
一
か
ら
百
分
の
十
ま
で
の
範
囲
内
で
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額 

 
 

二 

当
該
事
業
年
度
に
係
る
補
償
金
等
残
余
額
（
法
第
百
四
条

の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
わ
れ
た

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
補
償
金
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
百
分
の
十
か
ら
百
分
の
三
十
ま
で
の
範
囲
内
で
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額 

 

第
十
五
章 

あ
つ
せ
ん
の
手
続
等 

第
十
四
章 

あ
つ
せ
ん
の
手
続
等 

 

第
十
六
章 

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為 

 

第
十
五
章 

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為 

 

 
 


